
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の品質を有する製品を製造するために製造工程の制御を行う品質制御装置であって
、
　製造工程に設けられた複数の計測機器が計測した計測データを収集し、収集した計測デ
ータを、計測した時刻または収集した時刻とともに記憶する記憶手段と、
　計測した時刻または収集した時刻に、上記計測機器同士の間で生じる無駄時間を考慮す
ることにより、

対応付ける対応付け手段とを備えることを特徴とする品質制御装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
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各計測機器が計測した所定数の計測データの集合同士を上記複数の計測機
器間で

上記対応付け手段は、対応付けるべき計測データの中に不適切な計測データが含まれる
場合には、上記不適切な計測データと、他の上記計測機器が計測した計測データであって
、上記不適切な計測データに対応する計測データとの対応付けを中止することを特徴とす
る請求項１に記載の品質制御装置。

上記製造工程内の或る工程において、中間品が再投入される場合、上記対応付け手段は
、上記工程の上流側にある上記計測機器の上記中間品に関する計測データと、上記工程と
その下流側にある上記計測機器の上記中間品に関する計測データとの対応付けを中止する
ことを特徴とする請求項２に記載の品質制御装置。



　

【請求項５】
　

　

　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の品質を有する製品を製造するために、製造工程の制御を行う品質制御
装置およびその制御方法、品質制御プログラム、並びに該プログラムを記録した記録媒体
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、製品の品質を向上する取り組みが行われるとともに、各種の品質制御方法が
提案されている。
【０００３】
　例えば、トレーサビリティを実現するために、製品の中間品や該中間品が載置される台
座などに、バーコードなどの識別コードを付して管理する方法が提案されている。また、
トレーサビリティを実現するために、各製造工程に投入される中間品の順番で中間品を識
別する方法が提案されている。
【０００４】
　また、制御因子と製品特性との因果関係を完全に把握することにより、最適な製品特性
を得るための制御因子を特定する方法が提案されている。また、制御因子の全ての状態を
固定することにより、製品特性を維持する方法が提案されている（たとえば、特許文献２
・３を参照。）。
【０００５】
　また、各製品特性の指標を設け、これらの指標から総合評価を行う方法が提案されてい
る。また、製造の最終工程で製品特性の良否を判定し、不良品と判定した場合に、製造工
程における制御パラメータを調整する方法が提案されている（たとえば、特許文献１を参
照。）。
【特許文献１】特開平７－１４１００５号公報（１９９５年６月２日公開）
【特許文献２】特開平６－１１０５０４号公報（１９９４年４月２２日公開）
【特許文献３】特開平４－１８８３０１号公報（１９９２年７月６日公開）
【非特許文献１】田口玄一、吉澤正孝、「品質工学講座１／開発・設計段階の品質工学」
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上記製造工程内の或る工程において、中間品が除去される場合、上記対応付け手段は、
上記工程の下流側にある上記計測機器の計測データと、上記工程とその上流側にある上記
計測機器の上記中間品に関する計測データとの対応付けを中止することを特徴とする請求
項２に記載の品質制御装置。

所定の品質を有する製品を製造するために製造工程の制御を行う品質制御装置の制御方
法であって、

上記品質制御装置は、製造工程に設けられた複数の計測機器が計測した計測データを収
集し、収集した計測データを、計測した時刻または収集した時刻とともに記憶する記憶手
段を備えており、

計測した時刻または収集した時刻に、上記計測機器同士の間で生じる無駄時間を考慮す
ることにより、各計測機器が計測した所定数の計測データの集合同士を上記複数の計測機
器間で対応付けを行う対応付けステップを含むことを特徴とする品質制御装置の制御方法
。

請求項１ないし４の何れか１項に記載の品質制御装置を動作させるための品質制御プロ
グラムであって、コンピュータを上記各手段として機能させるための品質制御プログラム
。

請求項６に記載の品質制御プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能な記録媒体
。



、日本規格協会、１９８８年発行
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、識別コードを付して管理する方法の場合、製造コストが上昇するという
問題がある。また、製造工程では不良品の抜取りや手直し、再投入が発生することが多い
。このため、中間品の順番で中間品を識別する上記方法で中間品を正しく識別できるとは
限らない。
【０００７】
　また、制御因子は多数存在するので、制御因子と製品特性との因果関係を完全に把握す
るには、多数の検証実験が必要となる。また、因果関係が複雑になればなるほど、完全な
把握が困難である。また、制御因子の全ての状態を固定したとしても、観測できない因子
の時間変動により、製品特性が変動することになる。
【０００８】
　また、各製品特性の指標から総合評価を行う方法では、製品特性同士がトレードオフの
関係にあることが多いため、総合評価を行うことは困難である。また、製造の最終工程で
製品特性の良否を判定する方法では、不良品を最終工程まで製造し続けるため、無駄な製
造時間や材料が増えることになる。また、制御のフィードバックループの間隔も長くなる
。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、トレーサビリティ
が困難な製造現場で、異なる工程で収集される各種データの対応付けを行う品質制御装置
などを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明に係る品質制御装置は、所定の品質を有する製品を製
造するために製造工程の制御を行う品質制御装置であって、製造工程に設けられた複数の
計測機器が計測した計測データを収集し、収集した計測データを、計測した時刻または収
集した時刻とともに記憶する記憶手段と、計測した時刻または収集した時刻に、上記計測
機器同士の間で生じる無駄時間を考慮することにより、

対応付けを行う対応付け手段とを備えるこ
とを特徴としている。
【００１１】
　或る機器で計測された中間品は、該中間品を計測してから大体無駄時間を経過した時刻
に次の機器で計測されることになる。このことから、各計測機器が計測した時刻または各
計測機器から収集した時刻は、上記無駄時間によって大まかな対応付けを行うことができ
る。
【００１２】
　したがって、上記の構成によると、収集した計測データが、計測した時刻または収集し
た時刻と関連付けられているので、対応付け手段が、計測した時刻または収集した時刻を
上記計測機器同士の間で生じる無駄時間によって大まかな対応付けを行うことにより、計
測機器の計測データ同士の対応付けを行うことができる。
【００１３】
　また、無駄時間は、対応付け手段でのみ利用され、無駄時間を変更しても記憶手段が記
憶するデータへの影響が無い。したがって、無駄時間の変更を容易に行うことができる。
【００１４】
　 各計測機器では、所定数の計測データからなる集合が形成され、複数の計測機器
における上記集合同士が対応付けられることになる。これにより、対応付けた各集合に含
まれる計測データの数が一定となるので、各集合の統計量の精度を概ね一致させることが
できる。また、計測機器が計測する期間ではなく、計測する数に基づいて集合を形成する
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また、



ので、例えば製造工程内の或る工程が長時間停止して再開した場合でも、各集合を適切に
対応付けることができる。
【００１５】
　また、上記対応付け手段は、対応付けるべき計測データの中に不適切な計測データが含
まれる場合には、上記不適切な計測データと、他の上記計測機器が計測した計測データで
あって、上記不適切な計測データに対応する計測データとの対応付けを中止することが望
ましい。
【００１６】
　ここで、不適切な計測データとしては、測定値が通常の値から大きく外れた異常値であ
る場合、測定の失敗等により機器が同一の中間品に対し再測定を行う場合、中間検査にて
規格外と判定した中間品を上流側の工程に再投入する場合、および、中間検査にて規格外
と判定した中間品をその検査直後に除外する場合の計測データが挙げられる。
【００１７】
　これらの不適切な計測データは、統計処理を行う上で精度を低下させる原因となる。し
たがって、上記の構成によると、不適切な計測データが上記対応付けに利用されないから
、統計処理の精度が低下することを防止できる。
【００１８】
　なお、中間品を再投入する場合には、再投入された中間品に関して、再投入される工程
とその下流側にある計測機器の計測データとは存在するが、再投入される工程の上流側に
ある計測機器の計測データは存在しない。したがって、上記製造工程内の或る工程におい
て、中間品が再投入される場合、上記対応付け手段は、上記工程の上流側にある上記計測
機器の上記中間品に関する計測データと、上記工程とその下流側にある上記計測機器の上
記中間品に関する計測データとの対応付けを中止することが望ましい。
【００１９】
　また、中間品をその検査直後に除外する場合には、除外される中間品に関して、除去さ
れる工程とその上流側にある計測機器の計測データとは存在するが、除去される工程の下
流側にある計測機器の計測データは存在しない。したがって、上記製造工程内の或る工程
において、中間品が除去される場合、上記対応付け手段は、上記工程の下流側にある上記
計測機器の計測データと、上記工程とその上流側にある上記計測機器の上記中間品に関す
る計測データとの対応付けを中止することが望ましい。
【００２０】
　本発明に係る品質制御装置の制御方法は、所定の品質を有する製品を製造するために製
造工程の制御を行う品質制御装置の制御方法であって、上記品質制御装置は、製造工程に
設けられた複数の計測機器が計測した計測データを収集し、収集した計測データを、計測
した時刻または収集した時刻とともに記憶する記憶手段を備えており、計測した時刻また
は収集した時刻に、上記計測機器同士の間で生じる無駄時間を考慮することにより、

対応付けを行
う対応付けステップを含むことを特徴としている。
【００２１】
　上記の方法によると、収集した計測データが、計測した時刻または収集した時刻と関連
付けられているので、対応付け手段が、計測した時刻または収集した時刻を上記計測機器
同士の間で生じる無駄時間によって大まかな対応付けを行うことにより、計測機器の計測
データ同士の対応付けを行うことができる。また、無駄時間は、対応付けステップでのみ
利用され、無駄時間を変更しても記憶手段が記憶するデータへの影響が無い。したがって
、無駄時間の変更を容易に行うことができる。
【００２２】
　なお、上記品質制御装置における各手段を、品質制御プログラムによりコンピュータ上
で実行させることができる。さらに、上記品質制御プログラムをコンピュータ読取り可能
な記録媒体に記憶させることにより、任意のコンピュータ上で上記品質制御プログラムを
実行させることができる。
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【発明の効果】
【００２３】
　以上のように、本発明に係る品質制御装置は、収集した計測データが、計測した時刻ま
たは収集した時刻と関連付けられているので、対応付け手段が、計測した時刻または収集
した時刻を上記計測機器同士の間で生じる無駄時間によって大まかな対応付けを行うこと
により、計測機器の計測データ同士の対応付けを行うことができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の一実施形態について図１～図１５に基づいて説明する。図１は、或る材
料から製造される製品の品質を制御する品質制御システムの概略構成を示している。図示
のように、品質制御システム１は、制御対象となる制御対象機器（計測機器）３・４と、
製造途中の中間品の特性である中間特性を検査する中間特性検査器（計測機器）５と、製
造された製品の最終特性を検査する最終特性検査器（計測機器）６と、各種の機器３～６
からデータを収集し、収集したデータに基づいて、制御対象機器３・４を制御するととも
に中間特性検査器５における規格値を変更させる品質制御装置１０とを備える構成である
。
【００２５】
　一般に、製品７は、ワーク２に対し多数の処理工程を経て製造されるが、本実施形態で
は、本発明の理解を容易にするため、下記のように製造されるものとする。すなわち、ワ
ーク２に対し、第１および第２の制御対象機器３・４がそれぞれの処理を順次行い、その
後、中間特性検査器５が中間特性の検査処理を行い、その他の機器が各種の処理を行った
後、最終特性検査器６が最終特性の検査処理を行うものとする。
【００２６】
　制御対象機器３・４のそれぞれは、品質制御装置１０から制御値の設定値を取得し、取
得した設定値に基づいて動作するものである。また、制御対象機器３・４のそれぞれは、
上記制御値を実際に計測し、計測した計測値を品質制御装置１０に送信するものである。
ここで、制御値は、例えば、制御対象機器がヒータ（加熱器）であれば、温度や、該温度
に対応する電圧、抵抗値など、温度を示す数値となる。
【００２７】
　中間特性検査器５は、品質制御装置１０から規格値を取得し、取得した規格値に基づい
てワーク２（中間品）の中間特性を検査するものである。また、中間特性検査器５は、検
査した中間特性を品質制御装置１０に送信するものである。
【００２８】
　中間特性検査器５が規格外と判定した中間品は、通常、中間特性を検査した直後に除外
される。しかしながら、規格外と判定された中間品に対し、第２の制御対象機器４が再度
処理を行うことにより容易に規格内となる可能性がある場合には、上記中間品は、第２の
制御対象機器４が行う処理工程に再投入することができる。また、システムの構成上や機
器の構造上、中間特性を検査した直後に除外することが困難な場合には、さらに後の工程
で除外するようにしてもよい。
【００２９】
　最終特性検査器６は、所定の規格値に基づいて完成品の最終特性を検査するものである
。このとき、規格外と判定された完成品は廃棄または修理、あるいは分解再利用され、規
格内と判定された完成品は製品７として出荷される。また、最終特性検査器６は、検査し
た最終特性を品質制御装置１０に送信するものである。
【００３０】
　なお、通常は、或るワーク２に対し、各機器３～６が処理を行う時刻にタイムラグが発
生する。このタイムラグを「無駄時間」と称する。図１に示される場合では、第１の制御
対象機器３で処理が開始される時刻と、第２の制御対象機器４で処理が開始される時刻と
の間に無駄時間Ｔ d1が発生し、第２の制御対象機器４で処理が開始される時刻と、中間特
性検査器５で処理が開始される時刻との間に無駄時間Ｔ d2が発生し、中間特性検査器５で
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処理が開始される時刻と最終特性検査器６で処理が開始される時刻との間に無駄時間Ｔ d3
が発生することになる。
【００３１】
　なお、制御対象機器、中間特性検査器、および最終特性検査器は、１台でも複数台でも
よい。また、製造に関する全ての機器が制御対象機器になるとは限らない。また、１つの
機器が複数の制御対象機器を含むこともあり得る。
【００３２】
　品質制御装置１０は、図１に示されるように、データ記憶部（記憶手段）１１、スケジ
ューラ（対応付け手段）１２、規格値生成部（規格値生成手段、規格値設定制御手段）１
３、影響度生成部（影響度生成手段）１４、影響度記憶ＤＢ（データベース）（影響度記
憶手段）１５、推定部１６、および制御命令部（制御変更手段）１７を備える構成である
。この制御装置１０は、例えばＰＣ（ Personal Computer）ベースのコンピュータによっ
て構成される。
【００３３】
　データ記憶部１１は、制御対象機器３・４のそれぞれから制御値の計測値を順次取得し
、取得した計測値および取得時刻（収集した時刻）を制御データとして記憶し、中間特性
検査器５から中間特性を順次取得し、取得した中間特性および取得時刻を中間特性データ
として記憶し、かつ、最終特性検査器６から最終特性を順次取得し、取得した最終特性お
よび取得時刻を最終特性データとして記憶する。また、データ記憶部１１は、データの取
得を開始したことをスケジューラ１２に通知する。なお、取得時刻の代わりに、各機器３
～６が計測した時刻を記憶しても良い。
【００３４】
　スケジューラ１２は、データ記憶部１１に記憶された制御データ、中間特性データ、お
よび最終特性データのうち、同じワーク２と推定されるもの同士の対応付けを、各データ
の取得時刻と上記無駄時間とを利用して行う。また、スケジューラ１２は、制御対象機器
３・４を制御する制御値の設定値を変更するタイミングと、中間特性検査器５の中間特性
の規格値を変更するタイミングとを決定する。
【００３５】
　なお、上記対応付けは、個々のワーク２を単位として行っても良いし、所定数のワーク
２、または所定時間に処理されるワーク２を単位として行っても良い。以下では、この所
定数または所定時間に含まれる一連のデータを集合と称する。
【００３６】
　規格値生成部１３は、スケジューラ１２が対応付けを行った中間特性データの集合およ
び最終特性データの集合をデータ記憶部１１から読み出し、読み出した集合に基づいて中
間特性の規格値を生成する。また、規格値生成部１３は、生成した規格値を、スケジュー
ラ１２が決定したタイミングに基づいて中間特性検査器５に送信する。なお、規格値生成
部１３は、中間特性検査器５の中間特性の規格値を変更すべき場合にのみ、上記規格値を
生成しても良い。さらに、規格値生成部１３は、中間特性の規格値の推定値を生成し、生
成した推定値を推定部１６に送信する。
【００３７】
　影響度生成部１４は、推定部１６の要求に応じて影響度を生成する。ここで、影響度と
は、制御値を変更したときに中間特性がどのように変動するかを示すものである。また、
影響度生成部１４は、生成した影響度を推定部１６に送信するとともに、影響度記憶ＤＢ
１５に記憶させる。具体的には、影響度生成部１４は、スケジューラ１２が対応付けを行
った制御データの集合および中間特性データの集合をデータ記憶部１１から読み出し、読
み出した集合に基づいて、制御データの平均値の変化量に対する、中間特性データの平均
値および／または分散の変動量を算出し、正規化することにより影響度の生成を行う。な
お、分散の代わりに、バラツキの程度を示す任意の指標を用いることができ、例えば標準
偏差や半値幅を用いることができる。
【００３８】

10

20

30

40

50

(6) JP 3705296 B1 2005.10.12



　推定部１６は、スケジューラ１２が対応付けを行った中間特性データの集合をデータ記
憶部１１から読み出し、読み出した集合から中間特性の平均値および／または分散の変動
量を、影響度記憶ＤＢ１５から読み出した影響度を用いて推定する。また、推定部１６は
、上記変動量の推定値で、中間特性の分布を変動した場合の不良数を推定して、個々の不
良数の総和で評価する。そして、不良数が最小となる場合における制御値の設定値の変更
量を求めて制御命令部１７に送信する。
【００３９】
　制御命令部１７は、推定部１６が求めた制御値の設定値の変更量に基づいて、制御値の
設定値を変更する。また、制御命令部１７は、変更した設定値を制御命令として、スケジ
ューラ１２が決定したタイミングに基づいて制御対象機器３・４にそれぞれ送信する。こ
れにより、制御対象機器３・４における制御値の設定値が変更される。
【００４０】
　上記構成の品質制御システム１における処理動作を図２に基づいて説明する。図２は、
品質制御システム１における処理動作の概要を示している。なお、図には示していないが
、品質制御装置１０が動作を開始すると、各機器３～６から各種データをそれぞれ順次取
得して記憶し続ける。
【００４１】
　まず、スケジューラ１２は、データ記憶部１１から各種データの取得を行い（ステップ
Ｓ１０。以下、単に「Ｓ１０」と記載することがある。他のステップについても同様であ
る。）、中間特性データと最終特性データとの対応付けが可能であるか否かを判断する（
Ｓ１１）。
【００４２】
　上記対応付けが可能である場合には（Ｓ１１でＹＥＳ）、対応付けられた中間特性デー
タの集合と最終特性データの集合とを用いて、規格生成部１３が中間特性の規格値を生成
して中間特性検査器５に送信することにより中間特性の規格値の修正を行う（Ｓ１２）。
一方、上記対応付けが不可能である場合には（Ｓ１１でＮＯ）、中間特性の規格値の修正
を行わずに次ステップ（Ｓ１３）へ進む。
【００４３】
　次に、スケジューラ１２は、制御データと中間特性データとの対応付けが可能であるか
否かを判断する（Ｓ１３）。上記対応付けが不可能である場合には（Ｓ１３でＮＯ）、ス
テップＳ１０に戻って上記の処理動作を繰り返す。
【００４４】
　一方、上記対応付けが可能である場合には（Ｓ１３でＹＥＳ）、中間特性データの計測
値と、前回推定した中間特性データの推定値と差が所定値以上であるか否かを判断する（
Ｓ１４）。計測値と推定値との差が所定値以上である場合には（Ｓ１４でＹＥＳ）、影響
度生成部１４が影響度を生成して、影響度記憶ＤＢ１５に記憶された影響度の更新を行う
（Ｓ１５）。一方、計測値と推定値との差が所定値未満である場合には（Ｓ１４でＮＯ）
、影響度の更新を行わずに次ステップ（Ｓ１６）へ進む。
【００４５】
　次に、推定部１６が、中間特性データの集合をデータ記憶部１１から抽出するとともに
、影響度記憶ＤＢ１５から影響度を取得し、抽出した中間特性データの集合と、取得した
影響度とを利用して、制御値の設定値を変更したときに、中間特性データのデータ分布が
どのように変動するかを推定して（Ｓ１６）、不良数の推定を行う（Ｓ１７）。
【００４６】
　次に、推定部１６が、不良数が最小となるように、中間特性データの推定値（分布の変
動量）を決定するとともに（Ｓ１８）、対応する制御値の設定値の変更量を決定する。次
に、決定した変更量に基づいて、制御命令部１７が、制御値の設定値を決定し、決定した
制御値の設定値を制御対象機器３・４に送信することにより、制御値の設定変更の指示を
行う（Ｓ１９）。その後、ステップＳ１０に戻って上記の処理動作を繰り返す。
【００４７】
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　上記の構成によると、データ記憶部１１が記憶したデータが、計測した時刻または収集
した時刻と関連付けられているので、スケジューラ１２が、計測した時刻または収集した
時刻を上記計測機器同士の間で生じる無駄時間によって大まかな対応付けを行うことによ
り、計測機器の計測データ同士の対応付けを行うことができる。また、無駄時間は、スケ
ジューラ１２でのみ利用され、無駄時間を変更してもデータ記憶部１１が記憶するデータ
への影響が無い。したがって、無駄時間の変更を容易に行うことができる。
【００４８】
　また、規格値生成部１３が、完成品の最終特性に基づいて、中間特性の規格値を変更す
るので、製造工程における各種パラメータが変動しても、中間特性の規格値を自動的に調
整することができる。
【００４９】
　また、推定部１６が、制御値の設定値を変更した場合における中間特性データのデータ
分布の変動を推定し、発生する不良数を推定し、推定した不良数が最小となるような制御
値の設定値の変更量を決定して、制御対象機器の制御値の設定値を変更している。これに
より、製造途中で中間品を検査し、中間品の不良品の数が少なくなるように制御対象機器
の制御を変更するので、制御のフィードバックループの間隔を短縮することができる。ま
た、データ分布の変動を推定することにより、データのバラツキも考慮できるので、発生
する不良数をより正確に推定することができる。
【００５０】
　また、影響度記憶ＤＢ１５が記憶した影響度により、制御データの平均値の変化量と中
間特性データのデータ分布の変動量との対応関係が判明しているので、中間特性データの
データ分布の変動量をより正確に推定でき、発生する不良数をより正確に推定することが
できる。
【００５１】
　また、中間特性の推定値が実測値とかけ離れた場合には、影響度生成部１４が影響度を
作成して影響度記憶ＤＢ１５に記憶させるので、製造プロセスに何らかの変動が生じても
、影響度を自動的に修正できる。したがって、中間特性データのデータ分布の変動量をよ
り正確に推定でき、適切な品質の製品を製造することができる。
【００５２】
　なお、上記の品質制御装置１０は種々のプロセスに対して適用可能である。適用可能な
プロセスの一例としては、特開２００２－２８７８０３に記載のセンサ素子の製造プロセ
スが挙げられる。この製造プロセスは、成型・研削工程（工程１）、焼成工程（工程２）
、めっき工程（工程３）、電極保護層の成膜工程（工程４）、トラップ層の成膜工程（工
程５）、エージング工程（工程６）、組み立て工程（工程７）、および特性検査工程（工
程８）からなる。上記工程１～６からそれぞれ成型比重、焼成比重、めっき膜厚、コート
膜厚、塗布重量、およびエージング温度・添加物濃度が中間特性として取得され、上記工
程８から最終特性が取得される。また、各工程で利用される装置が制御対象機器となる。
【００５３】
　以下、品質制御装置１０における各ブロックについて、図３～図１５に基づいて詳細に
説明する。
【００５４】
　図３は、データ記憶部１１の概略構成を示している。データ記憶部１１は、制御データ
記憶部２０および制御データ記憶ＤＢ２１と、中間特性データ記憶部２２および中間特性
データ記憶ＤＢ２３と、最終特性データ記憶部２４および最終特性データ記憶ＤＢ２５と
を備える構成である。
【００５５】
　制御データ記憶部２０は、制御命令部１７が制御対象機器に指示した制御値の設定値と
、該設定値に対して上記制御対象機器が実際に計測した計測値と、該計測値を取得した取
得時刻とを制御データとして取得し、取得した制御データを制御データ記憶ＤＢ２１に記
憶させる。なお、制御データの取得および記憶は、制御対象機器３・４ごとに行われる。
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また、制御値の設定値は、制御対象機器３・４から取得しても良いし、制御命令部１７か
ら取得しても良い。
【００５６】
　中間特性データ記憶部２２は、中間特性検査器５が検査した２つの中間特性Ａ・Ｂを取
得し、取得した中間特性Ａ・Ｂおよび取得時刻を関連付けて中間特性データ記憶ＤＢ２３
に記憶させる。また、最終特性データ記憶部２４は、最終特性検査器６が検査した２つの
最終特性Ａ・Ｂを取得し、取得した最終特性Ａ・Ｂおよび取得時刻を関連付けて最終特性
データ記憶ＤＢ２５に記憶させる。
【００５７】
　図４（ａ）および（ｂ）は、それぞれ制御対象機器３・４に関して、制御データ記憶Ｄ
Ｂ２１に記憶される制御データの一例を示している。また、同図（ｃ）および（ｄ）は、
中間特性データ記憶ＤＢ２３および最終特性データ記憶ＤＢ２５に記憶される中間特性の
データの一例をそれぞれ示している。
【００５８】
　なお、図４に示される製造番号は、各機器が処理を行ったワーク２の通し番号である。
上述のように、ワーク２は製造途中で合流したり省かれたり再投入されたりすることがあ
るので、各機器の製造番号が同じであっても同じワーク２に対応するとは限らない。例え
ば、第１制御対象の製造番号１に対応するワーク２が、第２制御対象の製造番号１に対応
するワーク２と同じであるとは限らない。
【００５９】
　なお、中間特性検査器５が検査する中間特性は、製造途中の中間品の特性であり、最終
特性検査器６が検査する以前に検査するものである。このため、中間特性は最終特性と同
じ値となるとは限らない。また、本実施形態では、２種類の中間特性および最終特性を取
得しているが、１種類でも良いし、３種類以上でも良い。
【００６０】
　次に、スケジューラ１２の詳細について図５および図６に基づいて説明する。上述のよ
うに、スケジューラ１２は、データ記憶部１１に記憶された各種データ同士の対応付けを
行い、対応付けられたデータを抽出するタイミングを決定するとともに、制御対象機器３
・４を制御する制御値の設定値および中間特性検査器５における中間特性の規格値を変更
するタイミングを決定するものである。また、スケジューラ１２は、決定したタイミング
を規格値生成部１３および制御命令部１７に送信する。
【００６１】
　図５は、スケジューラ１２の概略構成を示している。図示のように、スケジューラ１２
は、設定部３０、制御値抽出タイミング決定部３１、中間特性抽出タイミング決定部３２
、最終特性抽出タイミング決定部３３、制御値変更タイミング決定部３４、および規格値
変更タイミング決定部３５を備える構成である。
【００６２】
　設定部３０は、データを取得する機器間で生じる無駄時間Ｔ d1～Ｔ d3と、余裕時間Ｔ m1
・Ｔ m2と、対応付けた集合の期間Ｔ sとを設定し、各部３１～３５に送信する。なお、こ
れらの値は、ユーザからキーボードなどの入力デバイスを介して取得しても良いし、記憶
デバイスから取得しても良いし、他の機器から通信デバイスを介して取得しても良い。
【００６３】
　ここで、第１の余裕時間Ｔ m1とは、制御値の設定値の変更や中間特性の規格値の変更を
指示する時刻から、各種データから抽出する最初の取得時刻までの期間をいう。第１の余
裕時間Ｔ m1は、機器に対し設定値や規格値の変更を指示してから、実際に該変更がワーク
２に反映されるまでのタイムラグを除去したり、不良の抜取りや再投入によるズレを除去
したりするように設定される。
【００６４】
　また、第２の余裕時間Ｔ m2とは、中間特性データから抽出する最後の取得時刻から、第
１の制御対象機器３に対し制御値の設定値の変更を指示する時刻までの期間をいう。第２
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の余裕時間Ｔ m2は、変更すべき設定値を求めるのに費やす処理時間を考慮して設定される
。
【００６５】
　なお、余裕時間Ｔ m1・Ｔ m2と集合の期間Ｔ sとは、ワーク２の個数で表しても良い。集
合の期間Ｔ sをワーク２の個数で表した場合、対応付けた各集合に含まれるデータ数が一
定となるので、各集合の統計量の精度を概ね一致させることができる。したがって、例え
ば機器３～６の何れかが一旦停止して再開した場合のように、無駄時間が変動しても、各
集合を適切に対応付けることができる。
【００６６】
　なお、無駄時間Ｔ d1～Ｔ d3と、余裕時間Ｔ m1・Ｔ m2の値を導出する方法としては、以下
の３つの方法が挙げられる。すなわち、第１に、品質制御システムの設計値、すなわち各
機器での処理に要する時間や、ワークが各機器間を移動する際の移動距離や移動速度の設
計値より計算で導出する方法が挙げられる。第２に、試験運転を行ってワークの処理時間
や移動時間を測定して実測値より導出する方法が挙げられる。第３に、実際の製造運転を
行ってワークの処理時間や移動時間を測定して実測値より導出する方法が挙げられる。
【００６７】
　実際には、これらの方法を適宜組み合わせて導出することが望ましい。例えば、品質制
御システムが稼動する前の初期設定値は第１の方法で導出し、稼動した後は第２あるいは
第３の方法で微調整を行うという方法が挙げられる。
【００６８】
　なお、中間特性検査器５が検査する中間特性は、製造途中の中間品の特性であり、最終
特性検査器６が検査する以前に検査するものである。このため、中間特性は最終特性と同
じ値となるとは限らない。また、本実施形態では、２種類の中間特性および最終特性を取
得しているが、１種類でも良いし、３種類以上でも良い。
【００６９】
　次に、スケジューラ１２の詳細について図５および図６に基づいて説明する。上述のよ
うに、スケジューラ１２は、データ記憶部１１に記憶された各種データ同士の対応付けを
行い、対応付けられたデータを抽出するタイミングを決定するとともに、制御対象機器３
・４を制御する制御値の設定値および中間特性検査器５における中間特性の規格値を変更
するタイミングを決定するものである。また、スケジューラ１２は、決定したタイミング
を各ブロック１３・１４・１６・１７に送信する。
【００７０】
　図５は、スケジューラ１２の概略構成を示している。図示のように、スケジューラ１２
は、設定部３０、制御値抽出タイミング決定部３１、中間特性抽出タイミング決定部３２
、最終特性抽出タイミング決定部３３、制御値変更タイミング決定部３４、および規格値
変更タイミング決定部３５を備える構成である。
【００７１】
　設定部３０は、データを取得する機器間で生じる無駄時間Ｔ d1～Ｔ d3と、余裕時間Ｔ m1
・Ｔ m2と、および対応付けた集合の期間Ｔ sとを設定し、各部３１～３５に送信する。な
お、これらの値は、ユーザからキーボードなどの入力デバイスを介して取得しても良いし
、記憶デバイスから取得しても良いし、他の機器から通信デバイスを介して取得しても良
い。また、余裕時間Ｔ m1・Ｔ m2と集合の期間Ｔ sとは、中間品の個数で表しても良い。
【００７２】
　ここで、第１の余裕時間Ｔ m1とは、制御値の設定値の変更や中間特性の規格値の変更を
指示する時刻から、各種データから抽出する最初の取得時刻までの期間をいう。第１の余
裕時間Ｔ m1は、機器に対し設定値や規格値の変更を指示してから、実際に該変更がワーク
に反映されるまでのタイムラグを除去したり、不良の抜取りや再投入によるズレを除去し
たりするように設定される。
【００７３】
　また、第２の余裕時間Ｔ m2とは、中間特性データから抽出する最後の取得時刻から、第
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１の制御対象機器３に対し制御値の設定値の変更を指示する時刻までの期間をいう。第２
の余裕時間Ｔ m2は、変更すべき設定値を求めるのに費やす処理時間を考慮して設定される
。
【００７４】
　なお、無駄時間Ｔ d1～Ｔ d3と、余裕時間Ｔ m1・Ｔ m2の値を導出する方法としては、以下
の３つの方法が挙げられる。すなわち、第１に、品質制御システムの設計値、すなわち各
機器での処理に要する時間や、ワークが各機器間を移動する際の移動距離や移動速度の設
計値より計算で導出する方法が挙げられる。第２に、試験運転を行ってワークの処理時間
や移動時間を測定して実測値より導出する方法が挙げられる。第３に、実際の製造運転を
行ってワークの処理時間や移動時間を測定して実測値より導出する方法が挙げられる。
【００７５】
　実際には、これらの方法を適宜組み合わせて導出することが望ましい。例えば、品質制
御システムが稼動する前の初期設定値は第１の方法で導出し、稼動した後は第２あるいは
第３の方法で微調整を行うという方法が挙げられる。
【００７６】
　制御値抽出タイミング決定部３１は、各制御データから制御値の計測値を抽出するタイ
ミングである制御値抽出タイミングをそれぞれ決定する。まず、設定部３０から第１の無
駄時間Ｔ d1、第１の余裕時間Ｔ m1、および集合の期間Ｔ sを取得し、スケジューラ１２の
動作を開始する動作開始時刻Ｔ 0と、制御値の設定値の変更を指示する変更指示時刻Ｔ i（
ｉは１以上の整数である。）とを制御値変更タイミング決定部３４から取得する。なお、
以下では動作開始時刻と変更指示時刻とをまとめてＴ i（ｉは０以上の整数）とする。
【００７７】
　次に、制御値抽出タイミング決定部３１は、動作開始時刻または変更指示時刻Ｔ iに第
１の余裕時間Ｔ m1を加算した時刻Ｔ i＋Ｔ m1から集合の期間Ｔ sまでを第１の制御値抽出タ
イミングとして決定する。次に、第１の制御値抽出タイミングの開始時刻Ｔ i＋Ｔ m1に第
１の無駄時間Ｔ d1を追加した時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1から集合の期間Ｔ sまでを第２の制御値
抽出タイミングとして決定する。また、制御値抽出タイミング決定部３１は、第２の制御
値抽出タイミングの開始時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1を中間特性抽出タイミング決定部３２に送
信する。
【００７８】
　中間特性抽出タイミング決定部３２は、中間特性データから中間特性を抽出するタイミ
ングである中間特性抽出タイミングを決定する。まず、設定部３０から第２の無駄時間Ｔ
d2および集合の期間Ｔ sを取得し、制御値抽出タイミング決定部３１から第２の制御値抽
出タイミングの開始時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1を取得する。
【００７９】
　次に、中間特性抽出タイミング決定部３２は、第２の制御値抽出タイミングの開始時刻
Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1に第２の無駄時間Ｔ d2を追加した時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2から集合の
期間Ｔ sまでを中間特性抽出タイミングとして決定する。また、中間特性抽出タイミング
決定部３２は、中間特性抽出タイミングの開始時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2を最終特性抽
出タイミング決定部３３に送信するとともに、中間特性抽出タイミングの終了時刻Ｔ i＋
Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2＋Ｔ sを制御値変更タイミング決定部３４に送信する。
【００８０】
　最終特性抽出タイミング決定部３３は、最終特性データから最終特性を抽出するタイミ
ングである最終特性抽出タイミングを決定する。まず、設定部３０から第３の無駄時間Ｔ
d3および集合の期間Ｔ sを取得し、中間特性抽出タイミング決定部３２から中間特性抽出
タイミングの開始時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2を取得する。
【００８１】
　次に、最終特性抽出タイミング決定部３３は、中間特性抽出タイミングの開始時刻Ｔ i
＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2に第３の無駄時間Ｔ d3を追加した時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2＋Ｔ d3
から集合の期間Ｔ sまでを最終特性抽出タイミングとして決定する。また、最終特性抽出
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タイミング決定部３３は、最終特性抽出タイミングの終了時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2＋
Ｔ d3＋Ｔ sを規格値変更タイミング決定部３５に送信する。
【００８２】
　制御値変更タイミング決定部３４は、第１および第２の制御対象機器３・４における制
御値の設定値を変更するタイミングである第１および第２の制御値変更タイミングを決定
する。まず、設定部３０から第１の無駄時間Ｔ d1および第２の余裕時間Ｔ m2を取得し、中
間特性抽出タイミング決定部３２から中間特性抽出タイミングの終了時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d
1＋Ｔ d2＋Ｔ sを取得する。
【００８３】
　次に、制御値変更タイミング決定部３４は、中間特性抽出タイミングの終了時刻Ｔ i＋
Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2＋Ｔ sに第２の余裕時間Ｔ m2を追加した時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2＋Ｔ
s＋Ｔ m2を第１の制御値変更タイミングとして決定し、第１の制御値変更タイミングＴ i＋
Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2＋Ｔ s＋Ｔ m2に第１の無駄時間Ｔ d1を追加した時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋２×Ｔ d1
＋Ｔ d2＋Ｔ s＋Ｔ m2を第２の制御値変更タイミングとして決定する。また、制御値変更タ
イミング決定部３４は、第１の制御値変更タイミングＴ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2＋Ｔ s＋Ｔ m2
を次回の変更指示時刻Ｔ iとして制御値抽出タイミング決定部３１および規格値変更タイ
ミング決定部３５に送信する。
【００８４】
　規格値変更タイミング決定部３５は、中間特性検査器５における中間特性の規格値を変
更するタイミングである規格値変更タイミングを決定する。まず、設定部３０から第１お
よび第２の無駄時間Ｔ d1・Ｔ d2を取得し、最終特性抽出タイミング決定部３３から最終特
性抽出タイミングの終了時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2＋Ｔ d3＋Ｔ sを取得し、制御値変更タ
イミング決定部３４から変更指示時刻Ｔ iを取得する。
【００８５】
　次に、規格値変更タイミング決定部３５は、最終特性抽出タイミングの終了時刻Ｔ i＋
Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2＋Ｔ d3＋Ｔ sの後に最初に現れる変更指示時刻Ｔ iを特定し、特定した変
更指示時刻Ｔ iに第１および第２の無駄時間Ｔ d1・Ｔ d2を追加した時刻Ｔ i＋Ｔ d1＋Ｔ d2を
規格値変更タイミングとして決定する。
【００８６】
　図６は、上記構成のスケジューラ１２のタイミング動作を例示している。図示において
、ｎ～（ｎ＋３）が付された領域が、各機器３～６間で対応付けられた集合を示している
。なお、図示の例では、第１の無駄時間Ｔ d1を２秒とし、第２の無駄時間Ｔ d2を４秒とし
、かつ、第３の無駄時間Ｔ d3を２０秒としている。また、第１および第２の余裕時間Ｔ m1
・Ｔ m2を０．７５秒とし、集合の期間Ｔ sを４．５秒としている。
【００８７】
　スケジューラ１２が動作を開始した後、制御値変更タイミング決定部３４は、ｎ番目の
集合に関する変更指示時刻Ｔｎ（＝ｔ）を決定する。次に、制御値抽出タイミング決定部
３１は、時刻Ｔｎ＋Ｔ m1（＝ｔ＋０．７５）から集合の期間Ｔ s（＝４．５）までを第１
の制御値抽出タイミングとして決定し、時刻Ｔ n＋Ｔ m1＋Ｔ d1（＝ｔ＋２＋０．７５）か
ら集合の期間Ｔ sまでを第２の制御値抽出タイミングとして決定する。
【００８８】
　次に、中間特性抽出タイミング決定部３２は、時刻Ｔ n＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2（＝ｔ＋６
＋０．７５）から集合の期間Ｔ sまでを中間特性抽出タイミングとして決定する。この中
間特性抽出タイミングまでに制御データを抽出でき、この中間特性抽出タイミングにおい
て中間特性データを抽出できるので、上述のように、抽出した制御データおよび中間特性
データに基づいて、制御対象機器３・４の制御値の設定値をそれぞれ求め、求めた設定値
に変更する制御命令を制御対象機器３・４にそれぞれ送信する。
【００８９】
　この送信するタイミングは、制御値変更タイミング決定部３４が決定する。すなわち、
制御値変更タイミング決定部３４は、時刻Ｔｎ＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2＋Ｔ s＋Ｔ m2（＝ｔ＋
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１２）を第１の制御値変更タイミングとして決定し、時刻Ｔｎ＋Ｔ m1＋２×Ｔ d1＋Ｔ d2＋
Ｔ s＋Ｔ m2（＝ｔ＋１４）を第２の制御値変更タイミングとして決定する。また、制御値
変更タイミング決定部３４は、第１の制御値変更タイミングである時刻Ｔｎ＋Ｔ m1＋Ｔ d1
＋Ｔ d2＋Ｔ s＋Ｔ m2（＝ｔ＋１２）を、（ｎ＋１）番目の集合に関する変更指示事項Ｔ n+1
（＝ｔ＋１２）となり、以下、制御データおよび中間特性データの抽出と、制御値の設定
値の変更とを繰り返す。
【００９０】
　一方、最終特性抽出タイミング決定部３３は、時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d1＋Ｔ d2＋Ｔ d3（＝
ｔ＋２６＋０．７５）から集合の期間Ｔ sまでを最終特性抽出タイミングとして決定する
。この最終特性抽出タイミングまでに中間特性データを抽出でき、この最終特性抽出タイ
ミングにおいて最終特性データを抽出できるので、上述のように、抽出した中間特性デー
タおよび最終特性データに基づいて、中間特性の規格値を求め、求めた規格値に変更する
制御命令を中間特性検査器５に送信する。
【００９１】
　この送信するタイミングは、規格値変更タイミング決定部３５が決定する。すなわち、
制御値変更タイミング決定部３５は、最終特性抽出タイミングの終了時刻Ｔ i＋Ｔ m1＋Ｔ d
1＋Ｔ d2＋Ｔ d3＋Ｔ s（＝ｔ＋２６＋０．７５＋４．５）の後に最初に現れる変更指示時刻
Ｔ i（＝ｔ＋３６）を特定して、時刻Ｔ i＋Ｔ d1＋Ｔ d2（＝ｔ＋４２）を規格値変更タイミ
ングとして決定する。以下、中間特性データおよび最終特性データの抽出と、規格値の変
更とを繰り返す。
【００９２】
　なお、取得データの中には、上記の対応付けに不適切なものが存在する。図１４は、一
般的な生産現場で生じる不適切な取得データの種類と、その原因例および内容とを示して
いる。図示のように、不適切な取得データの種類としては、「異常値」、「再測定」、「
再投入」、および「除去品」が挙げられる。
【００９３】
　「異常値」は、測定値が通常の値から大きく外れている場合を示している。一般に、多
数のデータから統計量を算出してデータ分布を推定するには、データが平均値付近に集ま
っている正規分布に近いデータ分布の形状となることが望ましい。このため、上記異常値
が取得データとして集合に含まれる場合、該集合のデータ分布を適切に推定することは、
異常値の影響が大きくなるために困難となる。
【００９４】
　「再測定」は、測定の失敗等により機器が同一のワーク２に対し再測定を行う場合を示
している。この場合、同一のワーク２に対して複数の測定値が存在することになり、また
、再測定前の測定値は異常である可能性が高い。したがって、再測定前の測定値が取得デ
ータとして集合に含まれる場合、該集合のデータ分布を適切に推定することは、異常値の
場合と同様に困難となる。
【００９５】
　「再投入」は、例えば、中間特性検査器５が規格外と判定したワーク２を、第２の制御
対象機器４が行う処理工程に再投入する場合を示している。この場合、再投入されたワー
ク２に関して、第２の制御対象機器４の取得データと、第２の制御対象機器４の後工程に
ある中間特性検査器５および最終特性検査器６の取得データとは存在するが、第２の制御
対象機器４の前工程にある第１の制御対象機器３の取得データは存在しない。このため、
機器３～６間で対応付けられた集合に関して、各集合に含まれる取得データに対応するワ
ーク２は、第２の制御対象機器４、中間特性検査器５および最終特性検査器６に関する集
合と、第１の制御対象機器３に関する集合との間で異なることになり、各集合から算出さ
れる統計量を精度良く比較することが困難となる。
【００９６】
　「除去品」は、例えば、中間特性検査器５が規格外と判定したワーク２を、その検査直
後に除外する場合を示している。この場合、除外されるワーク２に関して、中間特性検査
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器５の取得データと、中間特性検査器５の前工程にある第１および第２の制御対象機器３
・４の取得データとは存在するが、中間特性検査器５の後工程にある最終特性検査器６の
取得データは存在しない。このため、機器３～６間で対応付けられた集合に関して、各集
合に含まれる取得データに対応するワーク２は、第１および第２の制御対象機器３・４な
らびに中間特性検査器５に関する集合と、最終特性検査器６に関する集合との間で異なる
ことになり、各集合から算出される統計量を精度良く比較することが困難となる。
【００９７】
　このように、統計処理を精度良く行うためには、不適切な取得データを集合から除去す
ることが望ましい。その一方で、不適切な取得データの種類と、対応付ける集合が前工程
および後工程の何れであるかとによって、取得データを除去すべきか否かが分かれる。
【００９８】
　そこで、本実施形態では、各機器３～６は、取得データに、不適切なデータの種類を示
す不適切種別情報を追加して品質制御装置１０に送信し、データ記憶部１１に記憶してい
る。また、品質制御装置１０は、図示しない記憶部に、図１５に示されるテーブルを記憶
している。このテーブルは、不適切な取得データの種類と、前工程または後工程の集合と
対応付ける場合に、取得データが、除去すべき無効データであるか、除去しなくても良い
有効データであるかを示す情報とが格納されている。
【００９９】
　そして、スケジューラは、図１５に示されるテーブルと、データ記憶部１１に記憶され
る不適切種別情報とを参照して、取得データの中から無効データを除去して、取得データ
の集合の対応付けを行っている。これにより、不適切な取得データを、その種類と、前工
程および後工程の何れに対応付けるかに応じて除去できるので、統計処理を精度良く行う
ことができる。なお、取得データが不適切なデータに該当しない場合には、有効データと
して処理される。また、取得データが不適切なデータの複数の種類に該当する場合には、
少なくとも１つが無効データに該当すると無効データとして処理される。
【０１００】
　次に、規格値生成部１３の詳細について図７に基づいて説明する。規格値生成部１３は
、スケジューラ１２が決定した中間特性抽出タイミングに基づいて、中間特性データ記憶
ＤＢ２３から中間特性データの集合を抽出するとともに、スケジューラ１２が決定した最
終特性抽出タイミングに基づいて、最終特性データ記憶ＤＢ２５から最終特性データの集
合を抽出し、抽出した集合に基づいて中間特性の規格値を生成する。また、規格値生成部
１３は、生成した規格値を、スケジューラ１２が決定した規格値変更タイミングに基づい
て中間特性検査器５に送信する。
【０１０１】
　図７（ａ）および（ｂ）は、規格値の生成動作を示すためのものである。まず、同図（
ａ）に示されるように、抽出された最終特性Ａの分布に関する平均値Ｘ‾および標準偏差
σを求める。次に、最終特性Ａの分布に対する規格値の位置関係を調べるために、最終特
性Ａの分布の平均値Ｘ‾と、最終特性Ａの上限および下限の規格値Ｓｕ・Ｓｌとの距離ｄ
ｕ・ｄｌを、式ｄｕ＝Ｓｕ－Ｘ‾と式ｄｌ＝Ｘ‾－Ｓｌとから求める。また、同図（ｂ）
に示されるように、抽出された中間特性Ａの分布に関する平均値Ｘ a‾および標準偏差σ a
を求める。
【０１０２】
　次に、最終特性Ａの標準偏差に対する中間特性Ａの標準偏差の比率σ a／σと、次式と
に基づいて、最終特性Ａにおける上記距離ｄｕ・ｄｌを、中間特性Ａにて対応する距離ｄ
ｕ a・ｄｌ aに変換する。
ｄｕ a＝ｄｕ×（σ a／σ）＝（Ｓｕ－Ｘ‾）×（σ a／σ）、
ｄｌ a＝ｄｌ×（σ a／σ）＝（Ｘ‾－Ｓｌ）×（σ a／σ）。
【０１０３】
　そして、変換した距離ｄｕ a・ｄｌ aと、中間特性Ａの分布に関する平均値Ｘ‾ aとを用
いて、次式により中間特性Ａの上限および下限の規格値Ｓｕ a・Ｓｌ aを求める。
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Ｓｕ a＝Ｘ a‾＋ｄｕ a＝Ｘ a‾＋（Ｓｕ－Ｘ‾）×（σ a／σ）、
Ｓｌ a＝Ｘ a‾－ｄｌ a＝Ｘ a‾－（Ｘ‾－Ｓｌ）×（σ a／σ）。
【０１０４】
　上記の規格値の生成動作を、中間特性Ｂなど、中間特性Ａ以外の中間特性に対しても繰
り返すことにより、それぞれの規格値が生成される。なお、規格値が上限または下限の一
方のみである場合にも同様にして規格値を生成することができる。
【０１０５】
　ところで、理想的には、中間特性検査で不良品を全て排除すると、同じ検査項目の最終
特性検査では不良品を排除することがないはずである。しかしながら、現実には、外乱要
因や測定誤差が存在するために必ずしもそうならない。
【０１０６】
　また、中間特性検査で不良品を排除したときの廃棄コストよりも最終特性検査で不良品
を排除したときの廃棄コストの方が高い場合、同じ検査項目であれば中間特性検査で排除
した方が全体の製造コストは低下する。
【０１０７】
　そこで、中間特性の規格値は、最終特性の規格値よりも厳しくすることが望ましい。具
体的には、規格値生成部１３は、上述の式に基づいて生成した規格値を、安全係数に基づ
いて調整することが望ましい。
【０１０８】
　安全係数は、従来、経験的に３～４としていたが、最近では、品質工学で提唱されてい
る許容差設計に基づいて算出することが行われている（例えば、非特許文献１の第２章お
よび第３章を参照）。許容差設計は、損失関数で品質を損失に換算し、その損失を最小化
する最適な許容差を算出する方法である。
【０１０９】
　まず、最適な許容差を算出するための安全係数は下記の式で定義される。
φ＝（Ａ 0／Ａ）１ ／ ２ 。
ここで、φは安全係数であり、Ａは中間検査で不良品を排除したときの廃棄コストであり
、Ａ 0は最終検査で不良品を排除した時の廃棄コストである。
【０１１０】
　そして、中間特性Ａの上限および下限の規格値Ｓｕ a・Ｓｌ aは、次式のように調整され
る。
Ｓｕ a＝Ｘ a‾＋ｄｕ a／φ＝Ｘ a‾＋（Ｓｕ－Ｘ‾）×（σ a／σ）／φ、
Ｓｌ a＝Ｘ a‾－ｄｌ a／φ＝Ｘ a‾－（Ｘ‾－Ｓｌ）×（σ a／σ）／φ。
【０１１１】
　なお、本実施形態では、中間特性が、目標値に近いほど望ましい望目特性であるために
上式のようになる。中間特性が、０に近いほど望ましい望小特性である場合には、中間特
性の規格値は、上式のうち上限の規格値Ｓｕ aのみとなる。また、中間特性が、大きいほ
ど望ましい望大特性である場合には、中間特性の規格値は、下限の規格値Ｓｌ aのみとな
り、次式のように調整される。
Ｓｌ a＝Ｘ a‾－ｄｌ a×φ＝Ｘ a‾－（Ｘ‾－Ｓｌ）×（σ a／σ）×φ。
【０１１２】
　次に、影響度生成部１４の詳細について図８に基づいて説明する。上述のように、影響
度生成部１４は、推定部１６からの要求に基づいて、制御値を変更したときに中間特性が
どのように変動するかを示す影響度を生成し、生成した影響度を推定部１６に送出すると
ともに、影響度記憶ＤＢ１５に記憶させるものである。
【０１１３】
　まず、影響度生成部１４は、スケジューラ１２が動作する前に、影響度の初期値を予め
設定し、影響度記憶ＤＢ１５に記憶しておく。この影響度の初期値は、予めテストを行う
ことにより、制御因子（制御値）の平均値の変更量と、それに対する中間特性の平均値お
よびばらつき（分散・標準偏差）の変動量とを算出することにより求めることができる。
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【０１１４】
　図８は、スケジューラ１２の動作後の影響度生成部１４の処理動作を示している。図示
のように、まず、スケジューラ１２が決定した前回および今回の第１の制御値抽出タイミ
ングに基づいて、制御データ記憶ＤＢ２１から第１の制御対象機器３（制御対象１）に関
する制御データ（以下、「第１の制御データ」と称する。）の２つの集合をそれぞれ抽出
する。同様に、スケジューラ１２が決定した前回および今回の第２の制御値抽出タイミン
グに基づいて、制御データ記憶ＤＢ２１から第２の制御対象機器４（制御対象２）に関す
る制御データ（以下、「第２の制御データ」と称する。）の２つの集合をそれぞれ抽出す
る。同様に、スケジューラ１２が決定した前回および今回の中間特性抽出タイミングに基
づいて、中間特性データ記憶ＤＢ２３から中間特性の２つの集合をそれぞれ抽出する（Ｓ
３０）。
【０１１５】
　次に、今回抽出された中間特性の集合の平均値を算出し（Ｓ３１）、算出した平均値と
、推定部１６から取得した中間特性の平均値の推定値との差が所定値Ｄよりも大きいか否
かを判断する（Ｓ３２）。大きい場合には（Ｓ３２でＹＥＳ）、以下の処理動作を行い、
大きくない場合には（Ｓ３２でＮＯ）、影響度生成部１４の処理動作を終了する。
【０１１６】
　次に、制御データの平均値に関して、前回に対する今回の変化量を算出する（Ｓ３３）
。すなわち、前回の第１の制御値抽出タイミングに基づいて抽出した第１の制御データ（
計測値）の集合に関する平均値をＸ（ｎ－１）とし、今回の第１の制御値抽出タイミング
に基づいて抽出した第１の制御データ（計測値）の集合に関する平均値をＸ（ｎ）とする
と、第１の制御データの平均値に関して、前回に対する今回の変化量は次式で表される。
（第１の制御データの平均値の変化量）＝Ｘ（ｎ）－Ｘ（ｎ－１）。
【０１１７】
　次に、中間特性の平均値および分散に関して、前回に対する今回の変動量を算出する（
Ｓ３４）。すなわち、また、前回の中間特性抽出タイミングに基づいて抽出した中間特性
Ａの集合に関する平均値および分散をそれぞれＹ（ｎ－１）、Ｚ（ｎ－１）とし、今回の
中間特性抽出タイミングに基づいて抽出した中間特性Ａの集合に関する平均値および分散
をそれぞれＹ（ｎ）、Ｚ（ｎ）とすると、中間特性Ａの平均値および分散に関して、前回
に対する今回の変動量は、それぞれ次式で表される。
（中間特性Ａの平均値の変動量）＝Ｙ（ｎ）－Ｙ（ｎ－１）、
（中間特性Ａの分散の変動量）＝Ｚ（ｎ）－Ｚ（ｎ－１）。
【０１１８】
　次に、上記中間特性の平均値および分散の変動量を上記第１の制御データの平均値の変
化量で正規化することにより、それぞれ中間特性の平均値および分散の影響度を生成する
（Ｓ３５）。すなわち、中間特性Ａの平均値への影響度ｋ１と、中間特性Ａの分散への影
響度ｋ２とは次式で表される。
ｋ１＝（Ｙ（ｎ）－Ｙ（ｎ－１））／（Ｘ（ｎ）－Ｘ（ｎ－１））、
ｋ２＝（Ｚ（ｎ）－Ｚ（ｎ－１））／（Ｘ（ｎ）－Ｘ（ｎ－１））。
【０１１９】
　上記の手順を用いて、第２の制御データによる影響度や、他の中間特性Ｂの影響度も求
める。すなわち、実際には、第１の制御データによる中間特性Ａの平均値および分散への
影響度と、第２の制御データによる中間特性Ａの平均値および分散への影響度と、第１の
制御データによる中間特性Ｂの平均値および分散への影響度と、第２の制御データによる
中間特性Ｂの平均値および分散への影響度とを生成することになる。
【０１２０】
　そして、生成した影響度を推定部１６に送出するとともに、影響度記憶ＤＢ１５に記憶
された影響度を更新させ（Ｓ３６）、その後、影響度生成部１４の動作を終了する。
【０１２１】
　次に、推定部１６の詳細について、図９～図１３に基づいて説明する。図９は、推定部
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１６の概略構成を示している。図示のように、推定部１６は、中間特性推定部（中間特性
推定手段）４０、不良推定部（不良数推定手段）４１、および推定値評価部（変更量決定
手段）４２を備える構成である。
【０１２２】
　中間特性推定部４０は、制御値の設定値を変更したときの中間特性の平均値または標準
偏差（分散）の変動量を、影響度記憶ＤＢ１５から読み出した影響度を用いて推定する。
不良推定部４１は、中間特性推定部４０が推定した変動量で中間特性の分布を変動した場
合の不良数を推定して、個々の不良数の総和で評価する。推定値評価部４２は、不良数が
最小となる場合における制御値の設定値の変更量を求めて制御命令部１７に送出する。
【０１２３】
　図１０は、上記構成の推定部１６の処理動作を示している。まず、中間特性推定部４０
は、スケジューラ１２が決定した中間特性抽出タイミングに基づいて、データ記憶部１１
の中間特性データ記憶ＤＢ２３から中間特性データの集合を抽出する（Ｓ４０）。
【０１２４】
　次に、中間特性推定部４０は、各制御対象機器３・４に関する制御値の設定値の変更量
の組合せである変更パターンを生成する（Ｓ４１）。図１１は、上記変更パターンの一例
を表形式で示している。本実施形態では、制御対象は制御対象機器３・４の２台であるか
ら、上記変更パターンは、図１１のように２次元テーブルで表される。なお、制御値の設
定値の変更量の数は、効果を見込めそうな変更幅と、変更幅の許容量などから経験的に決
定できるが、どのように決定しても良い。
【０１２５】
　本実施形態では、図１１に示されるように、制御対象１（制御対象機器３）および制御
対象２（制御対象機器４）における上記変更量の数をそれぞれ５としている。また、制御
対象１の変更幅は０．００３であり、制御対象２の上記変更幅は０．００５である。なお
、本実施形態では、図１１に示されるように、変更量に０．０００、すなわち「変更しな
い」も含めているが、必ずしも含める必要はない。
【０１２６】
　次に、各変更パターンについて、制御値の設定値を変更した場合の中間特性の平均値ま
たは標準偏差の推定値を求めることにより、図１１に示される推定値テーブルを完成させ
る。具体的には、まず、影響度記憶ＤＢ１５から最新の影響度を取得し（Ｓ４２）、取得
した影響度と制御値の設定値の変更幅（変更量）とを乗算する。これにより、制御値の設
定値を変更した場合における中間特性の平均値または分散の変動量が求まる。
【０１２７】
　なお、中間特性の平均値または分散の一方のみを利用しても良いし、両方を利用しても
良い。また、バラツキを示すものとして、分散の代わりに標準偏差を用いても良い。以下
では、中間特性の平均値および標準偏差を利用することにする。
【０１２８】
　次に、抽出した現在の中間特性の平均値または分散に上記変動量を加算する。なお、分
散に関しては、この後に平方根を取って標準偏差に変換する。これらの計算により、中間
特性の平均値または標準偏差の推定値が、制御対象の制御値の設定値の変更量の組合せご
とに求まり、図１１に示される推定値テーブルが完成する（Ｓ４３）。なお、図１１には
、平均値の推定値Ｘ a,i,jを記載している。
【０１２９】
　ここで、制御値の設定値の変更幅をα、中間特性Ａの平均値をＸ‾、中間特性Ａの標準
偏差をσ、中間特性Ａの平均値の影響度をｋ１、中間特性Ａの分散の影響度をｋ２とする
と、制御値の設定値を変更したときの中間特性Ａの平均値および標準偏差の推定値Ｘ a＾
・σ＾は次式となる。
Ｘ a＾＝ｋ１×α＋Ｘ‾、
σ a＾＝（ｋ２×α＋σ２ ）１ ／ ２ 。
【０１３０】
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　次に、不良推定部４１は、中間特性推定部４０が求めた推定値を用いて、上記変更パタ
ーン毎に、変更後の中間特性の分布を作成して中間特性の不良数を推定する。具体的には
、作成した中間特性の分布が変化した分だけ、規格基準（規格値）を移動させ（Ｓ４４）
、抽出した集合に含まれる要素（個々の中間特性）を良否判定する（Ｓ４５）。
【０１３１】
　中間特性Ａの規格基準の移動は、規格値作成部１３に関して上述したように次式となる
。
Ｓｕ a＝Ｘ a‾＋ｄｕ a＝Ｘ a‾＋（Ｓｕ－Ｘ‾）×（σ a／σ）、
Ｓｌ a＝Ｘ a‾－ｄｌ a＝Ｘ a‾－（Ｘ‾－Ｓｌ）×（σ a／σ）。
上述のように、Ｘ a‾＝Ｘ a＾＝ｋ１×α＋Ｘ‾、σ a＝σ a＾＝（ｋ２×α＋σ２ ）１ ／ ２

なので、移動後の上限規格値と下限規格値は次式となる（Ｓ４４）。
Ｓｕ a＝ｋ１×α＋Ｘ‾＋（Ｓｕ－Ｘ‾）×（ｋ２×α＋σ２ ）１ ／ ２ ／σ、
Ｓｌ a＝ｋ１×α＋Ｘ‾－（Ｘ‾－Ｓｌ）×（ｋ２×α＋σ２ ）１ ／ ２ ／σ。
【０１３２】
　これらの規格値Ｓｕ a・Ｓｌ aを用いて、今回抽出された集合の中間特性Ａの良否判定を
行い、不良と判定されたものについては、ＮＧフラグをデータに付与する（Ｓ４５）。以
上の処理を個々の中間特性について同様に実施することにより、中間特性の良否リストが
作成される。図１２は、上記良否リストの一例を示している。図示において、「良否」の
欄に「ＮＧ」と記載されたものは、それぞれの中間特性においてＮＧフラグが付与されて
いることを示している。なお、図示の場合では、中間特性は３種類（Ａ～Ｃ）となってい
る。
【０１３３】
　次に、推定値評価部４２は、不良推定部４１で求められた個々の中間特性の不良数を総
和し（Ｓ４６）、総和した不良数が最小となる変更パターンを選択する（Ｓ４７）。ここ
で注意すべき点としては、ＮＧフラグが複数の中間特性で発生した場合、不良数を総和す
るときに、重複してカウントすることを避ける必要がある。
【０１３４】
　そこで、良否に関する中間特性の優先順位を予め決めておき、優先順位の高い方のＮＧ
フラグのみをカウントする。なお、優先順位の決め方はどのような方法でも構わない。例
えば、図１２に示される良否リストの場合、製造番号９３および９５でＮＧフラグが重複
している。このとき、中間特性の優先順位をＡ＞Ｂ＞Ｃとすれば、不良数の総和＝Ａの不
良数＋Ｂの不良数＋Ｃの不良数＝２＋１＋０＝３となる。
【０１３５】
　なお、ＮＧフラグは、付与された場合を１（ＯＮ）、付与されていない場合を０（ＯＦ
Ｆ）とするビットデータであらわすのが望ましい。この場合は、製造番号ごとに、中間特
性Ａ～ＣのＮＧフラグに関して論理和（ＯＲ）をとり、これをカウントすることにより不
良数の総和を求めることができる。
【０１３６】
　推定値評価部４２が、上記の不良数の総和（総不良数）を変更パターンごとに行うこと
により、推定値テーブルに対応する総不良数テーブルが作成される。図１３は、この総不
良数テーブルの一例を示しており、図１１に示される推定値テーブルに対応するものであ
る。推定値評価部４２は、上記総不良数テーブルを参照して、総不良数が最小となる変更
パターンを選択する。図１３の場合には、制御対象１（制御対象機器３）の制御値の設定
値の変更量が０．００３であり、制御対象２（制御対象機器４）の制御値の設定値の変更
量が０．０１０である組合せが総不良数１５で最小となっているので、この変更パターン
が選択される。
【０１３７】
　そして、推定値評価部４２は、選択した変更パターン（変更量の組合せ）を制御命令部
１７に送出する（Ｓ４８）。また、選択した変更パターンに対応する中間特性の推定値を
影響度生成部１４に送出する。その後、推定部１６の動作を終了する。

10

20

30

40

50

(18) JP 3705296 B1 2005.10.12



【０１３８】
　なお、総不良数が最小となる変更パターンを選択した結果、制御対象１・２の何れかあ
るいは両方の変更量が０．０００、すなわち変更不要となる場合もありうる。この場合は
、当該制御対象について、変更量の制御命令部１７への送出を省略してもよい。
【０１３９】
　制御命令部１７は、推定値評価部４２が選択した変更パターン、すなわち制御値の設定
値の変更量に関する制御対象ごとの組合せを取得し、取得した変更パターンに基づいて、
各制御対象機器３・４の制御値の設定値を変更し、変更した設定値を制御命令として制御
対象機器３・４にそれぞれ送信する。例えば、制御値の設定値は次式に従って変更しても
良い。
（今回の制御値の設定値）＝（前回の制御値の設定値）＋（不良数が最小となる制御値の
設定値の変更量）。
【０１４０】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１４１】
　例えば、制御値の設定値や中間特性の規格値の変更を指示する時刻と、各機器３～５が
実際に変更を行う時刻との間には若干のタイムラグが存在すると考えられる。また、各機
器３～６が計測を行う時刻と、品質制御装置１０が各種の計測値を取得する時刻との間に
は若干のタイムラグが存在すると考えられる。このため、スケジューラ１２は、これらの
タイムラグも調整して、データの対応付けやタイミングの決定を行うことが望ましい。
【０１４２】
　また、本実施形態では、データ記憶部１１は、取得時刻を記憶しているが、各機器３～
６が計測した時刻である計測時刻を各機器３から受け取って記憶しても良い。この場合、
スケジューラ１２は、計測時間を利用して対応付けを行うことになる。
【０１４３】
　また、本実施形態では、２台の制御対象機器３・４と１台の中間特性検査器５とを利用
しているが、制御対象機器を１台とすることもできるし、制御対象機器および中間特性検
査器をさらに増やすこともできる。
【０１４４】
　

【０１４５】

【０１４６】

【０１４７】
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以上のように、本発明に係る品質制御装置は、所定の品質を有する製品を製造するため
に製造工程の制御を行う品質制御装置であって、中間特性検査器が計測した中間品の中間
特性データと、最終特性検査器が計測した完成品の最終特性データとを収集して記憶する
記憶手段と、該記憶手段が記憶した最終特性データのデータ分布と、上記最終特性検査器
に設定された最終特性規格値とに基づいて、上記中間特性検査器に設定する中間特性規格
値を生成する規格値生成手段と、該規格値生成手段が生成した規格値を設定するように上
記中間特性検査器を制御する規格値設定制御手段とを備える。

　ここで、中間特性検査器は、製造途中の中間品の中間特性を検査し、中間特性規格値に
基づいて中間品の良否を判定するものである。中間特性検査器を用いることにより、不良
品は製造途中に取り除かれるため、無駄な不良品の製造時間がなくなり、制御のフィード
バックループの間隔を短縮することができる。

　そして、上記の構成によると、規格値生成手段が、完成品の最終特性に基づいて、中間
特性規格値を変更するので、製造工程における各種パラメータが変動しても、中間特性規
格値を自動的に調整することができる。

　なお、上記規格値生成手段は、上記最終特性データのデータ分布の平均値と、上記最終
特性規格値との差分に基づいて上記中間特性規格値を生成することが望ましい。さらに、



【０１４８】

【０１４９】

【０１５０】

【０１５１】

【０１５２】

【０１５３】

【０１５４】
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上記規格値生成手段は、上記最終特性データのデータ分布の平均値と上記最終特性規格値
との差分に対する、上記記憶手段が記憶した中間特性データのデータ分布の平均値と上記
中間特性規格値との差分の比率が、上記最終特性データのデータ分布のバラツキ値に対す
る、上記中間特性データのデータ分布のバラツキ値の比率となるように、上記中間特性規
格値を生成することが望ましい。

　ここで、データ分布のバラツキ値は、データ分布のバラツキの度合いを示すものであり
、例えば、標準偏差、分散、半値幅などが上げられる。

　また、上記規格値生成手段は、さらに安全係数に基づいて上記中間特性規格値を生成す
ることが望ましい。この場合、上記中間特性規格値に基づいて上記中間品を効率よく排除
することができる。また、上記安全係数は、経験則に基づいて設定されることもできるが
、上記最終特性規格値に基づいて上記完成品を排除する場合の廃棄コストと、上記中間特
性規格値に基づいて上記中間品を排除する場合の廃棄コストとに基づいて算出されること
が望ましい。

　また、上記記憶手段は、上記中間特性データおよび上記最終特性データを、計測した時
刻または収集した時刻とともに記憶しており、計測した時刻または収集した時刻に、上記
中間特性検査器および上記最終特性検査器同士の間で生じる無駄時間を考慮することによ
り、上記中間特性データおよび上記最終特性データの対応付けを行う対応付け手段をさら
に備えることが望ましい。この場合、収集した中間特性データおよび最終特性データが、
計測した時刻または収集した時刻と関連付けられているので、対応付け手段が、計測した
時刻または収集した時刻を中間特性検査器および最終特性検査器同士の間で生じる無駄時
間によって大まかな対応付けを行うことにより、中間特性データおよび最終特性データ同
士の対応付けを行うことができる。

　また、上記規格値生成手段は、上記規格値設定制御手段が上記中間特性検査器を制御し
てから所定時間経過した後に上記記憶手段が収集した上記中間特性データおよび上記最終
特性データを利用して、次の規格値の生成を行うことが望ましい。一般に機器の設定値を
変更する場合、変更が完了するまで多少のタイムラグが発生する。したがって、上記の場
合には、変更の途中のデータを利用しないので、より正確な制御が可能となる。

　本発明に係る品質制御装置は、所定の品質を有する製品を製造するために、製造工程に
設けられた制御対象機器を制御する品質制御装置であって、上記制御対象機器に対し制御
の目標値として設定される制御値の設定値と、該制御値の設定値に対し上記制御対象機器
が計測した制御値の計測値である制御データと、中間特性検査器が計測した中間品の中間
特性データとを収集して記憶する記憶手段と、該記憶手段が記憶した制御値の設定値を変
更した場合における中間特性データのデータ分布の変動を推定する中間特性推定手段と、
該中間特性推定手段が推定した中間特性データのデータ分布の変動と、中間特性規格値と
に基づいて、不良数を推定する不良数推定手段と、該不良数推定手段が推定した不良数が
最小となるような上記制御値の設定値の変更量を決定する変更量決定手段と、該変更量決
定手段が決定した変更量に基づいて、上記制御対象機器の制御値の設定値を変更する制御
変更手段とを備える。

　ここで、データ分布を示す量としては、平均値、上記バラツキ値など、多種多様なもの
を利用することができる。

　上記の構成によると、制御値の設定値を変更した場合の中間特性データのデータ分布の
変動を推定し、発生する不良数を推定している。そして、推定した不良数が最小となるよ
うな制御値の設定値の変更量を決定して、制御対象機器の制御値の設定値を変更する。



【０１５５】

【０１５６】

【０１５７】

【０１５８】

【０１５９】

【０１６０】

【０１６１】
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　これにより、製造途中で中間品を検査し、中間品の不良品の数が少なくなるように制御
対象機器の制御を変更するので、制御のフィードバックループの間隔を短縮することがで
きる。また、データ分布の変動を推定することにより、データのバラツキも考慮できるの
で、発生する不良数をより正確に推定することができる。

　なお、制御データの平均値の変化量に対する、上記中間特性データのデータ分布の変動
量の度合いを示す影響度を記憶する影響度記憶手段をさらに備えており、上記中間特性推
定手段は、上記記憶手段が記憶した制御値の設定値の変更量と、上記影響度記憶手段が記
憶した影響度とに基づいて、中間特性データのデータ分布の変動量を推定しており、上記
変更量決定手段は、上記不良数推定手段が推定した不良数が最小となるような上記制御値
の設定値の変更量を決定することが望ましい。この場合、制御データの平均値の変化量と
中間特性データのデータ分布の変動量との対応関係が判明しているので、中間特性データ
のデータ分布の変動量をより正確に推定でき、発生する不良数をより正確に推定すること
ができる。

　また、上記変更量決定手段が決定した上記制御値の設定値の変更量に対応する上記中間
特性データのデータ分布と、上記制御変更手段が制御を変更した後に上記記憶手段が収集
した中間特性データの分布との間に所定以上の差が生じた場合に、上記影響度を作成して
上記影響度記憶手段に記憶させる影響度作成手段をさらに備えることが望ましい。この場
合、製造プロセスに何らかの変動が生じても、影響度を自動的に修正できるので、中間特
性データのデータ分布の変動量をより正確に推定でき、適切な品質の製品を製造すること
ができる。

　また、上記記憶手段は、最終特性検査器が計測した完成品の最終特性データをさらに収
集して記憶しており、該記憶手段が記憶した最終特性データのデータ分布と、上記最終特
性検査器に設定された最終特性規格値とに基づいて、上記中間特性検査器に設定する中間
特性規格値を生成する規格値生成手段をさらに備えており、上記不良数推定手段は、上記
規格値生成手段が生成した中間特性規格値を利用することが望ましい。この場合、製造プ
ロセスに何らかの変動が生じても、中間特性規格値を自動的に修正できるので、発生する
不良数をより正確に推定でき、適切な品質の製品を製造することができる。

　また、上記記憶手段は、上記制御データおよび上記中間特性データを、計測した時刻ま
たは収集した時刻とともに記憶しており、計測した時刻または収集した時刻に、上記制御
対象機器および上記中間特性検査器同士の間で生じる無駄時間を考慮することにより、上
記制御データおよび上記中間特性データの対応付けを行う対応付け手段をさらに備えるこ
とが望ましい。この場合、収集した制御データおよび中間特性データが、計測した時刻ま
たは収集した時刻と関連付けられているので、対応付け手段が、計測した時刻または収集
した時刻を制御対象機器および中間特性検査器同士の間で生じる無駄時間によって大まか
な対応付けを行うことにより、制御データおよび中間特性データ同士の対応付けを行うこ
とができる。

　また、上記中間特性推定手段は、上記制御変更手段が制御を変更してから所定時間経過
した後に上記記憶手段が収集した上記中間特性データを利用して、次の中間特性データの
データ分布を推定することが望ましい。この場合には、制御の変更途中のデータを利用し
ないので、より正確な制御が可能となる。

　本発明に係る品質制御装置の制御方法は、所定の品質を有する製品を製造するために製
造工程の制御を行う品質制御装置の制御方法であって、上記品質制御装置は、中間特性検
査器が計測した中間品の中間特性データと、最終特性検査器が計測した完成品の最終特性



【０１６２】

【０１６３】

【０１６４】

【０１６５】
　また、品質制御装置１０の各ブロックは、ハードウェアロジックによって構成してもよ
いし、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０１６６】
　すなわち、品質制御装置１０は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するＣ
ＰＵ、上記プログラムを格納したＲＯＭ、上記プログラムを展開するＲＡＭ、上記プログ
ラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そ
して、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである品質制御装置１０の
制御プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソー
スプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記品質制御装置
１０に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されている
プログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
【０１６７】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フレキシ
ブルディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ／
ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カー
ド等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッシュＲＯＭ
等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【０１６８】
　また、品質制御装置１０を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコー
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データとを収集して記憶する記憶手段を備えており、該記憶手段が記憶した最終特性デー
タのデータ分布と、上記最終特性検査器に設定された最終特性規格値とに基づいて、上記
中間特性検査器に設定する中間特性規格値を生成する規格値生成ステップと、該規格値生
成ステップにて生成した規格値を設定するように上記中間特性検査器を制御する規格値設
定制御ステップとを含む。

　上記の方法によると、規格値生成ステップにて、完成品の最終特性に基づいて、中間特
性規格値が変更されるので、製造工程における各種パラメータが変動しても、中間特性規
格値を自動的に調整することができる。

　本発明に係る品質制御装置の制御方法は、所定の品質を有する製品を製造するために、
製造工程に設けられた制御対象機器を制御する品質制御装置の制御方法であって、上記品
質制御装置は、上記制御対象機器に対し制御の目標値として設定される制御値の設定値と
、該制御値の設定値に対し上記制御対象機器が計測した制御値の計測値である制御データ
と、中間特性検査器が計測した中間品の中間特性データとを収集して記憶する記憶手段を
備えており、該記憶手段が記憶した制御値の設定値を変更した場合における中間特性デー
タのデータ分布の変動を推定する中間特性推定ステップと、該中間特性推定ステップにて
推定した中間特性データのデータ分布の変動と、中間特性規格値とに基づいて、不良数を
推定する不良数推定ステップと、該不良数推定ステップにて推定した不良数が最小となる
ような上記制御値の設定値の変更量を決定する変更量決定ステップと、該変更量決定ステ
ップにて決定した変更量に基づいて、上記制御対象機器の制御値の設定値を変更する制御
変更ステップとを含む。

　上記の方法によると、制御値の設定値を変更した場合における中間特性データのデータ
分布の変動を推定し、発生する不良数を推定している。そして、推定した不良数が最小と
なるような制御値の設定値の変更量を決定して、制御対象機器の制御値の設定値を変更す
る。これにより、製造途中で中間品を検査し、中間品の不良品の数が少なくなるように制
御対象機器の制御を変更するので、制御のフィードバックループの間隔を短縮することが
できる。また、データ分布の変動を推定することにより、データのバラツキも考慮できる
ので、発生する不良数をより正確に推定することができる。



ドを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限
定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳ
ＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（ virtual private network）、電話回線網
、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝
送媒体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケ
ーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外
線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星回
線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコ
ードが電子的な伝送で具現化された搬送波あるいはデータ信号列の形態でも実現され得る
。
【産業上の利用可能性】
【０１６９】
　本発明に係る品質制御装置は、製造工程以外にも、家電製品の制御など、種々のプロセ
スを制御して適切な状態を維持する装置にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１７０】
【図１】本発明の実施形態である品質制御装置を含む品質制御システムの概略構成を示す
ブロック図である。
【図２】上記品質制御装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３】上記品質制御装置におけるデータ記憶部の概略構成を示す機能ブロック図である
。
【図４】上記データ記憶部に記憶されるデータの一例を表形式で示す図であり、同図（ａ
）～（ｄ）は、それぞれ第１の制御データ、第２の制御データ、中間特性データ、および
最終特性データの一例を示している。
【図５】上記品質制御装置におけるスケジューラの概略構成を示す機能ブロック図である
。
【図６】上記スケジューラのタイミング動作を例示するタイミングチャートである。
【図７】同図（ａ）は最終特性データのデータ分布を示すグラフであり、同図（ｂ）は中
間特性データのデータ分布を示すグラフであり、上記最終特性データのデータ分布に基づ
いて規格値が変更される様子を示している。
【図８】上記品質制御装置における影響度生成部の処理動作を示すフローチャートである
。
【図９】上記品質制御装置における推定部の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図１０】上記推定部の処理動作を示すフローチャートである。
【図１１】上記推定部における中間特性推定部が作成する中間特性の推定値テーブルの一
例を表形式で示す図である。
【図１２】上記推定部における不良推定部が作成する中間特性の良否リストの一例を表形
式で示す図である。
【図１３】上記推定部における推定値評価部が作成する総不良数テーブルの一例を表形式
で示す図である。
【図１４】一般的な生産現場で生じる不適切な取得データの種類と、その原因例および内
容との対応関係を表形式で示す図である。
【図１５】上記不適切な取得データの種類と、前工程または後工程の集合と対応付ける場
合に、取得データを無効とするか有効とするかを示す情報およびその理由との対応関係を
表形式で示す図である。
【符号の説明】
【０１７１】
　１　　品質制御システム
　３・４　　制御対象機器（計測機器）
　５　　中間特性検査器（計測機器）
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　６　　最終特性検査器（計測機器）
　１０　　品質制御装置
　１１　　データ記憶部（記憶手段）
　１２　　スケジューラ（対応付け手段）
　１３　　規格値生成部（規格値生成手段、規格値設定制御手段）
　１４　　影響度生成部（影響度生成手段）
　１５　　影響度記憶ＤＢ（影響度記憶手段）
　１７　　制御命令部（制御変更手段）
　４０　　中間特性推定部（中間特性推定手段）
　４１　　不良数推定部（不良数推定手段）
　４２　　推定値評価部（変更量決定手段）
【要約】
【課題】　トレーサビリティが困難な製造現場で、異なる工程で収集される各種データの
対応付けを行う。
【解決手段】　品質制御装置１０は、所定の品質を有する製品を製造するために製造工程
の制御を行うものであり、製造工程に設けられた複数の機器３～６が計測した計測データ
を収集し、収集した計測データを、計測した時刻または収集した時刻とともに記憶するデ
ータ記憶部１１と、計測した時刻または収集した時刻に、機器３～６同士の間で生じる無
駄時間を考慮することにより、機器３～６の計測データ同士の対応付けを行うスケジュー
ラ１２とを備える。
【選択図】　図１
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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